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寄附受納承諾書

第　　　　　号　　
年　　月　　日　　
　　住所

　　氏名　　　　様

身延町長　　　　　　　　　　　　


　　　年　　月　　日付けで寄附受納願のあった次の財産については、身延町公共物管理条例施行規則第　条の規定に基づき受納を承諾します。
　工事完成後1週間以内に工事完了届を提出するとともに、工事完了検査後に新設財産所在地を分筆・地目変更し、次の書類を町長あて提出してください。
　また、工事完了届提出期限は寄附受納承諾日から2年以内とし、完了しない場合は寄附受納承諾を取り消します。

1　寄附物件の表示
(1)　財産の所在地
(2)　地目
(3)　地積　　　　　　　　m2

2　提出書類
(1)　土地寄附証書　　(正本1部　副本1部)
(2)　登記承諾書　　(正本1部　副本1部)
(3)　印鑑証明書　　(正本1部　副本1部)
(4)　法人の場合資格証明書　　(正本1部　副本1部)
(5)　分筆後の登記事項証明書　　(正本1部　副本1部)
(6)　地図写　　(正本1部　副本1部)
(7)　用途変更を伴うものは土地所在図及び地積測量図　　(正本1部　副本1部)
(注)　寄附しようとする財産に、地上権、抵当権、賃貸借による権利その他の所有権以外の権利が設定されているときは、工事完了届提出までに抹消してください。

3　用途廃止
　手続は寄附申込財産の所有権移転登記が完了した後となります。


